
制度別詳細３（都市公園の占用に関する事項）　法第46条第12項

都市公園の環境の維持
及び向上を図るための措置

1 シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

・シェアサイクル施設及び周辺の清掃、美化活動の実施
・シェアサイクル施設周辺の異常発見時の報告
・シェアサイクル施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施
・周辺地域へのシェアサイクル利用の呼びかけの実施
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制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所（制度別詳細３－２に示す位置）

都
市
公
園
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設

白川公園（名古屋市中区栄二丁目）
裏門前公園（名古屋市中区大須三丁目）



制度別詳細３-１（都市公園の占用に関する事項）法第46条第12項
事業番号 １

制度別詳細【都市公園占用許可の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図



制度別詳細３-２-①（都市公園の占用に関する事項）法第46条第12項
事業番号 １

制度別詳細【都市公園占用許可の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

※平面図、断面図、写真などを用いて、

具体的に記載してください。

４

■設置状況（R6.8撮影）

４.シェアサイクル（公園① 裏門前公園）



制度別詳細３-２-②（都市公園の占用に関する事項）法第46条第12項
事業番号 １

制度別詳細【都市公園占用許可の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

※平面図、断面図、写真などを用いて、

具体的に記載してください。

４

■設置状況（R6.8撮影）

４.シェアサイクル（公園② 白川公園）



制度別詳細4（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項

制度別詳細【都市利便増進協定】

事業期間 取り組み主体

1 Ｒ７～Ｒ１１
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

2 Ｒ７～Ｒ１１
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

3 Ｒ７～Ｒ１１
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

4 Ｒ７～Ｒ１１
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

5 Ｒ７～Ｒ１１
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

6 Ｒ７～Ｒ１１
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

7 Ｒ７～Ｒ１１
錦二丁目エリアマネジメント株式会
社
（都市再生推進法人）

8 Ｒ７～Ｒ１１
錦二丁目エリアマネジメント株式会
社
（都市再生推進法人）

9 Ｒ７～Ｒ１１
錦二丁目エリアマネジメント株式会
社
（都市再生推進法人）

●パークレット（歩道の拡幅
に伴い設置される歩行者等
の利便に資する休憩施設）の
管理運営

●パークレット添加広告（看
板）の管理運営

●木質化ベンチ（都市の木質
化プロジェクトの一環として設
置される歩行者等の利便に
資する休憩施設）の管理運営

●グリーンインフラ（ＳＤＧｓま
ちづくりの一環として設置さ
れる歩行者等の利便に資す
る休憩施設）及び隣接する歩
道上植栽の管理運営

制度の活用計画

事業内容 活用する制度の詳細

●デジタルサイネージ（広告
塔）の管理運営

●シェアサイクルポート（自転
車駐車器具）の管理運営

●アーチ添加広告（看板）の
管理運営

●有料駐輪設備（自転車等
駐車器具）の管理運営

１．協定締結者
　　栄ミナミまちづくり株式会社、道路管理者、公園管理者

２．都市利便施設の一体的な整備又は管理が必要と認められる区域（都市利便増進協定を想定している区域）
　　制度別詳細4-1の図に示す範囲

３．協定の内容
（１）協定の目的となる都市利便増進施設
　・デジタルサイネージ（広告塔）、シェアサイクルポート（自転車駐車器具）、アーチ添加広告（看板）、
　　有料駐輪設備（自転車等駐車器具）、パークレット（歩道の拡幅に伴い設置される歩行者等の利便に資する
     休憩施設）、パークレット添加広告（看板）

（２）費用負担
　・栄ミナミまちづくり株式会社の費用負担により整備（一部名古屋市）

（３）都市利便増進施設の整備・管理の方法
　・設置施設の巡回、点検及び周辺の清掃、美化活動、異常報告の実施
　・放置自転車の整理、マナー向上に関する啓発活動の実施
　・路上違法看板の掲出抑制に関する啓発活動の実施
　・良好な景観形成に寄与する広告物の自主審査

１．協定締結者
　　錦二丁目エリアマネジメント株式会社、道路管理者

２．都市利便施設の一体的な整備又は管理が必要と認められる区域（都市利便増進協定を想定している区域）
　　制度別詳細4-1の図に示す範囲

３．協定の内容
（１）協定の目的となる都市利便増進施設
　・木質化ベンチ（都市の木質化プロジェクトの一環として設置される歩行者等の利便に資する休憩施設）、
　グリーンインフラ（ＳＤＧｓ まちづくりの一環として設置される歩行者等の利便に資する休憩施設）及び隣接する
　歩道上植栽、シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

（２）費用負担
　・錦二丁目エリアマネジメント株式会社の費用負担により整備

（３）都市利便増進施設の整備・管理の方法
　・設置施設の巡回、点検及び周辺の清掃、美化活動、異常報告の実施
　・放置自転車のマナー向上に関する啓発活動の実施

●シェアサイクルポート（自転
車駐車器具）の管理運営



制度別詳細4-1（都市利便増進協定に関する事項）
事業番号 １～６

制度別詳細【都市利便増進協定】
制度を活用して整備・設置する予定の施設等配置を示す地図及び設置イメージ

デジタルサイネージ（広告塔）（８箇所）

シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

（６箇所）

アーチ添加広告（看板） （３箇所）

パークレット・添加広告（看板） （３箇所）

パークレット（２箇所）

※うち1箇所については、設置箇所選定中
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制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号 １,２,４

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

※平面図、断面図、写真などを用いて、

具体的に記載してください。



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号 ３

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

アーチ添加広告（看板）

■主なねらい

道路空間を活用し、賑わいのある景観を演出するとともにまちづくりへの再投資を図る収益を確保する。



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）
事業番号 ５,６

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

パークレット（歩道の拡幅に伴い設置される歩行者等の利便に資する休憩施設）及びパークレット添加広告（看板）

■主なねらい

歩行者空間を活用し、良好な景観・演出効果による賑わいのある道路空間の形成を図るとともに、まちづくりへの再投資を図る収益を確保する。

■設置状況（R4.1撮影）

市道呉服町通に設置するパークレットについては、官民連携の取組として、下記のとおりとする。

※パークレットの整備については、栄ミナミまちづくり株式会社が実施

※パークレットに活用する大津通の石ベンチの移設については、名古屋市が実施



制度別詳細4-1（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号 ７,８,９
制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する予定の施設等配置を示す地図及び設置イメージ



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号 ７

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

木質化ベンチ（都市の木質化プロジェクトの一環として設置される歩行者等の利便に資する休憩施設）

■主なねらい

歩行者空間を活用し、賑わいのある道路空間の形成を図る。

［正面姿図(歩道側の外観)］ ［側面姿図］

［完成イメージ］

（類似ベンチ事例：錦2丁目2（名古屋センタービル内））

現地写真（錦2丁目10番11号地先）

（錦2丁目6番1号地先） （錦2丁目6番1号地先）

（錦2丁目6番1号地先）



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号 ８

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

グリーンインフラ（ＳＤＧｓまちづくりの一環として設置される歩行者等の利便に資する休憩施設）

■主なねらい

歩行者空間を活用し、賑わいのある道路空間の形成を図る。

袋町通

ベンチ１のイメージ

ベンチ２・テーブルのイメージ

［平面図］

［立面図］



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号 ９

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　栄・伏見・大須地区（第３期）（愛知県名古屋市） 面積 571(7) ha 区域 名古屋市東区・中区の一部

：都市機能誘導区域

：居住誘導区域

：都市・地域総合交通戦略に

位置付けられた区域
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（栄・伏見・大須地区）

既設定：25.0ｈａ

新規：50.5ha

都市再生整備計画区域

（栄・伏見・大須地区）（571.0ｈ

ａ）


